
金沢駅武蔵北地区第一種市街地再開発事業 (第四工区) の権利変換計画について石川県知事の認可を受けたので､

都市再開発法 (昭和44年法律第38号) 第86条第１項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年５月17日

金沢市長 山 出 保

１ 第一種市街地再開発事業の名称

金沢駅武蔵北地区第一種市街地再開発事業 (第四工区)

２ 施行者の名称

金沢市

３ 事務所の所在地

金沢市広坂１丁目１番１号 金沢市役所内

４ 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称

金沢市のうち本町一丁目420番､ 421番１､ 421番２､ 422番､ 423番､ 424番､ 425番､ 426番､ 427番､ 428番､ 429

番､ 430番､ 431番､ 432番１､ 432番２､ 433番１､ 434番､ 435番､ 436番､ 437番､ 438番､ 439番､ 440番､ 441番､

442番､ 443番､ 444番､ 445番､ 446番１､ 446番２､ 447番､ 448番､ 449番､ 450番､ 451番､ 452番､ 453番､ 454番及

び456番並びに本町１丁目線８号及び本町１丁目線９号の各一部

５ 権利変換期日

平成17年６月16日

６ 権利変換計画の認可を受けた年月日

平成17年５月16日
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(第四工区) の権利変換計画の認可について

(再開発課) 1

公 告

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第１４号
平成17年 (2005年) ５月17日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)
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平成17年(2005年)５月17日 印刷 発行人 金 沢 市
平成17年(2005年)５月17日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

印刷者 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 前 川 稔
定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


